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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】消防本部・警防課・救急係 

個人情報ファイルの名称 救命講習（上級・普通Ⅰ・普通Ⅱ・普通Ⅲ） 

行政機関等の名称 垂水市消防長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
消防本部・警防課・救急係 

個人情報ファイルの利用目的 再講習受講等確認の為 

記録項目 

１受講者情報（氏名、生年月日、年齢、居住地市町村、受講年

月日、終了証番号） 

記録範囲 受講者本人 

記録情報の収集方法 受講者本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）垂水市役所総務課人事行政係 

（所在地）〒891-2192 鹿児島県垂水市上町 114 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年２月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】消防本部・警防課・救急係 

個人情報ファイルの名称 
救急出場関係（救急出場報告・救急救命処置録・救急活動記録

表・ウツタイン報告・事後検証） 

行政機関等の名称 垂水市消防長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
消防本部・警防課・救急係 

個人情報ファイルの利用目的 救急隊員の質の向上、各種調査 

記録項目 

１傷病者情報（氏名、生年月日、年齢、居住地住所、現病歴、

既往歴、意識レベルの状態、救命処置、応急処置の内容）、２

出場隊員情報（隊員名、資格状況、通報内容、事故概要、現場

状況主訴、時間経過、指示内容、具体的指示指導内容等、初診

医所見、検証医への連絡事項、検証医所見）、３病院情報（住

所、名称、受入状況、医師名）、４心肺停止記録（心停止の目

撃、初期心電図波形、心停止の推定原因、バイスタンダーCPR、

転帰及び予後） 

記録範囲 傷病者本人、救急隊員、各病院情報 

記録情報の収集方法 傷病者本人、家族、親族、バイスタンダー 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 医療機関 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）垂水市役所総務課人事行政係 

（所在地）〒891-2192 鹿児島県垂水市上町 114 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年２月１日 



3 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】消防本部・警防課・救急係 

個人情報ファイルの名称 
ドクターヘリ要請関係（通知分・ランデブーポイント関係・消

防医療部会・医療幹事会・安全管理部会・事後検証部会） 

行政機関等の名称 垂水市消防長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
消防本部・警防課・救急係 

個人情報ファイルの利用目的 救急隊員の質の向上、各種調査、出場に関する検証 

記録項目 

１傷病者情報（氏名、生年月日、年齢、居住地住所、現病歴、

既往歴、意識レベルの状態、救命処置、応急処置の内容、効果

判定）、２出場隊員情報（隊員名、資格状況、通報内容、事故

概要、現場状況主訴、時間経過、指示内容、具体的指示指導内

容等、初診医所見、検証医への連絡事項、検証医所見）、３病

院情報（住所、名称、受入状況、医師名）、４心肺停止記録（心

停止の目撃、初期心電図波形、心停止の推定原因、バイスタン

ダーCPR、転帰及び予後）、５ドクターヘリ場外離着陸場情報（名

称、連絡先、管理者名）、６安全管理（インシデント、アクシ

デント） 

記録範囲 傷病者本人、救急隊員、各病院情報 

記録情報の収集方法 傷病者本人、家族、親族、バイスタンダー 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 医療機関 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）垂水市役所総務課人事行政係 

（所在地）〒891-2192 鹿児島県垂水市上町 114 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年２月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】消防本部警防課 予防係 

個人情報ファイルの名称 防火対象物台帳 

行政機関等の名称 垂水市消防長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
警防課 予防係 

個人情報ファイルの利用目的 消防法 7・8・9 条関係 

記録項目 

1 氏名、2住所、3防火管理者修了証 

記録範囲 建築許可・防火管理者・権原者・消防用設備等点検報告 

記録情報の収集方法 申請者（本人）（代理人） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）垂水市役所総務課人事行政係 

（所在地）〒891-2192 鹿児島県垂水市上町 114 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年２月１日 


